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「 119 番、上十三消防指令センターです 」

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

　

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

地
域
活
動
な
ど
を
行
う
社
会
教
育
活
動
団

体（
４
人
以
上
）を
対
象
と
し
た
保
険
で
す
。

対
象　

団
体
活
動
中
の
事
故
、
往
復
中
の

　

事
故
な
ど

保
障
内
容　

傷
害
保
険
、
賠
償
責
任
保
険

　

な
ど

加
入
受
付
開
始
日　

３
月
１
日
㈫

保
険
期
間　

４
月
１
日
か
ら
１
年
間

※
加
入
依
頼
書
は
、
ス
ポ
ー
ツ
・
生
涯
学

　

習
課
お
よ
び
市
総
合
体
育
セ
ン
タ
ー
に

　

備
え
付
け
て
い
ま
す
。

問
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
青
森
県
支
部

　

☎
０
１
７
・
７
８
２
・
６
９
８
４

介
護
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
な
状
態
に

な
っ
て
も
安
心
し
て
自
立
し
た
生
活
が
で

き
る
よ
う
に
み
ん
な
で
支
え
合
う
制
度
で

す
。
介
護
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
と
、

滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
を
受
け
た

り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
に

全
額
自
己
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
り
し

ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
料
は
２
年
を
過
ぎ
る
と
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
付
で
き
な
く
な
り
、
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
負
担
が
大
き
く
な

り
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
か
た
は
、
来
庁

の
上
、
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
２

月
は
、
20
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
夜
間
の
納
付

と
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
高
齢
介
護
課
☎
51
６
７
２
１

家
畜
な
ど
を
飼
養
し
て
い
る
か
た
は
定
期

報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

　

家
畜
な
ど
を
飼
養
し
て
い
る
か
た
は
、

毎
年
２
月
１
日
現
在
の
飼
養
状
況
を
県
知

事
あ
て
に
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

※
愛
玩
用
と
し
て
鳥
類
を
数
羽
飼
養
し
て

　

い
る
場
合
で
も
報
告
が
必
要
で
す
。

対
象　

牛
、
水
牛
、
鹿
、
馬
、
め
ん
羊
、
豚
、

　

い
の
し
し
、
鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、

　

き
じ
、
ダ
チ
ョ
ウ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七

　

面
鳥

報
告
期
限　

鳥
類
以
外
・
２
月
15
日
㈪

　
　
　
　
　

鳥
類
・
３
月
31
日
㈭

提
出
先　

鳥
類
以
外
・
農
林
畜
産
課

　

鳥
類
・
十
和
田
家
畜
保
健
衛
生
所

提
出
方
法　

持
参
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

　

ス
※
報
告
書
の
様
式
は
、
十
和
田
家
畜
保
健

　

衛
生
所
ま
た
は
農
林
畜
産
課
に
備
え
付

　

け
て
い
ま
す
。

問
十
和
田
家
畜
保
健
衛
生
所

　

☎
㉓
６
２
３
５　

Ｆ
Ａ
Ｘ
㉓
３
０
４
４

　

農
林
畜
産
課
☎
51
６
７
４
５

十和田消防庁舎内で上十三地域８市町村の 119番通報を受け付けします

　上十三地域４消防本部は、地域の消防力向上と広域応援体制の充実強化のため、平成 25 年４月から共同で高機
能消防指令システムの整備を進めてきました。いよいよこの２月から、共同の指令センターである上十三消防指令
センターが、上十三地域４消防本部の管轄区域である８市町村の 119 番通報を受け付けします。

2三沢市消防本部（三沢市）
3北部上北広域事務組合消防本部
　（野辺地町、横浜町、六ヶ所村）

4中部上北広域事業組合消防本部
　（七戸町、東北町）

11
44
33
22

1十和田地域広域事務組合消防本部　
　（十和田市、六戸町）

上十三消防指令センター
（十和田消防庁舎内）

　上十三消防指令センターには８市
町村から 119 番通報が寄せられます。
　正確な住所で、「十和田市大字●●
字●●△△番地」とはっきり伝えま
しょう。

場所は「十和田市」から
伝えましょう。 指令センターの質問に

落ち着いて答えましょう。
　慌てて一方的に話すと、通報の内容
が分かりづらくなります。指令セン
ターでは出動する場所や車両を決定す
るために質問します。落ち着いて答え
ましょう。

２/1
 開始

小
・
中
学
校
入
学
通
知
書
を
郵
送
し
ま
し
た

　

４
月
に
小
学
校
入
学
予
定
で
あ
る
児
童

の
保
護
者
へ
、
１
月
中
旬
に
入
学
通
知
書

（
は
が
き
）
を
郵
送
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
学
校
入
学
予
定
の
生
徒
に
は

小
学
校
か
ら
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
入
学
通
知
書
が
届
い
て
い
な
い
か

た
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
教
育
総
務
課
☎
72
２
３
０
５


